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路

孝

弘
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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
「
食
と
地
域
の
交
流
促
進
対
策
交
付
金
」
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
に
お
け
る
「
食
と
地
域
の
交
流
促
進
対
策
交
付
金
」
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

子
ど
も
農
山
漁
村
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
と
し
て
実
施
し
て
い
る
文
部
科
学
省
の
豊
か
な
体
験
活
動
推
進
事
業
は
、

平
成
二
十
一
年
度
ま
で
は
、
調
査
研
究
事
業
と
し
て
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
に
実
施
さ

れ
た
行
政
刷
新
会
議
の
事
業
仕
分
け
の
評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
は
、
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市

の
主
体
的
な
判
断
に
よ
り
実
施
す
る
事
業
に
対
す
る
補
助
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
尋
ね
に
つ
い
て

は
、
御
指
摘
の「
混
乱
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

豊
か
な
体
験
活
動
推
進
事
業
は
、
児
童
生
徒
の
社
会
性
及
び
人
間
性
を
育
む
た
め
に
、
極
め
て
有
意
義
な
事
業
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
、
今
後
と
も
効
率
的
か
つ
効
果
的
に
実
施
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

近
年
、
少
子
化
、
居
住
環
境
の
都
市
化
、
地
域
社
会
に
お
け
る
人
間
関
係
の
希
薄
化
等
が
進
む
中
で
、
学
校
教
育
に
お
い

て
、
児
童
生
徒
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
自
然
体
験
活
動
等
の
体
験
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
児
童
生
徒
の
社
会
性
及
び
人
間
性

一



を
育
む
た
め
に
、
極
め
て
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
平
成
二
十
年
三
月
に
改
訂
し
た
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成

二
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
二
十
七
号
）
及
び
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
二
十
八
号
）
並

び
に
平
成
二
十
一
年
三
月
に
改
訂
し
た
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
四
号
）
に
お

い
て
は
、
集
団
宿
泊
活
動
、
自
然
体
験
活
動
等
の
体
験
活
動
の
充
実
を
図
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
子
ど

も
手
当
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
よ
り
、
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
基
づ
き
児
童
手

当
を
支
給
し
て
い
る
が
、
児
童
手
当
は
、
家
庭
等
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児

童
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
府
が
実
施
し
て
い
る
各
般

の
施
策
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
策
ご
と
に
目
的
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
ど
ち
ら
が
重
要
で
あ
る
と
は
一
概
に
言
え
な

い
と
考
え
る
。

三
か
ら
七
ま
で
に
つ
い
て

食
と
地
域
の
交
流
促
進
対
策
交
付
金
は
、
農
林
漁
業
者
等
が
主
体
的
に
行
う
取
組
を
支
援
す
る
事
業
と
し
て
、
複
数
の
事

業
を
統
合
し
、
平
成
二
十
三
年
度
よ
り
実
施
し
て
い
る
が
、
平
成
二
十
四
年
六
月
十
四
日
に
農
林
水
産
省
が
実
施
し
た
行
政

事
業
レ
ビ
ュ
ー
公
開
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
「
抜
本
的
に
検
討
し
、
そ
の
上
で
、
今
日
の
結
果
を
踏
ま
え
、
期
限
を
決
め
て

二



廃
止
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
省
と
し
て
は
、
当
該
公
開
プ
ロ
セ
ス
の
評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
同
交
付
金
に
よ
る
個

々
の
取
組
の
実
施
体
制
及
び
実
施
状
況
、
地
方
公
共
団
体
の
意
見
、
他
の
既
存
の
事
業
と
の
関
係
等
を
勘
案
し
、
御
指
摘
の

よ
う
な
課
題
へ
の
対
応
を
含
め
、
今
後
の
同
交
付
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五
年
度
予
算
編
成
過
程
に
お
い
て
検

討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


